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１．はじめに
　2011年3月11日の東日本大震災では、広範な地域の人々
において、「食べ物へのアクセス」が制限された。壊滅的
な被害を受けた地域では、生命を維持するための最低限
の食料や水も十分ではないという深刻な事態となった1）。
また、生命を脅かすような被害に遭わなくても、また建物
等の損傷がなくても、ライフラインの途絶、交通網の遮
断等により、普段、当たり前に入手し、摂取している食
料や水が不足するという事態が生じた。すなわち、基本
的な人権の一つである food security 2）（食料安全保障）注）

が一瞬にして崩れ落ちた。さらに、それから約９ヶ月が
経過した現時点でも、食品や飲料に由来する放射能の内
部被曝のリスクへの懸念など、food security が損なわれ
ている状況にある。
　大規模災害時に保健・医療・福祉領域の専門家が果た
す役割を考える際に、管理栄養士においては、このよう
な food security と人々の心身の健康についての幅広い理
解と、専門的知識やスキルを生かした柔軟な行動が求め
られる。それでは、今回の震災も含めて、近年わが国で
発生した大震災時に管理栄養士はどのような役割を果た
してきたか。また、本学を含めて管理栄養士を養成する
教育機関に求められることは何か。本稿では、これまで
の報告資料等をもとにこれらのことについて論じたい。

　注釈）1996 年の世界食料サミットにおいて、food 
security は、「すべての人々がつねに、健康で活動的な生
活を維持するために十分かつ安全で、栄養学的に望まし
い食料にアクセスできる状態」と定義された。

２．災害時における栄養・食生活支援の考え方
　平常時においても基本的には同じであるが、food 
security とは、国や自治体等の公的セクターがすべてを
賄うということではない。公的セクターとして保障すべき
セーフティーネットの部分と、自らの力や努力により賄う
べき部分、及びその中間的ないわば「ご近所の力」によ
る部分に分けられるであろう。すなわち、「公助」「自助」
及び「共助」の考え方である。

１）平常時
　「自助」としては各家庭において２～３日分程度3）（新型
インフルエンザの発生を想定した場合には約２週間分4））
の食料及び飲料水を備蓄しておくことが推奨されている。
また、病院、高齢者福祉施設等を含めた給食施設におい
ては３日分（最低でも２日分）の食料及び飲料水の備蓄、
並びに危機発生時の対応への準備（マニュアルの作成を
含む）が求められている5）。「公助」としては、食事に特
別の配慮が必要な人、例えば、障がい者、高齢者、乳幼児、
慢性疾患患者（糖尿病や腎臓病等で普通の食事をとるこ
とが望ましくない人）等を事前に把握し、災害発生時に
すぐに対応できるようにしておくことがある。基本的には
市町村がその役割を担うことが期待される6）が、個人情
報保護の観点やよりきめ細かな対応という点では、コミュ
ニティーにおける「共助」の機能が重要であると考えら
れる。
　各自治体においては、有事の際に各方面からの支援を
円滑に受けることができるように、他の自治体、関連団
体（例：都道府県栄養士会及びその支部、食生活推進協
議会）、公的機関（例：自衛隊、赤十字）、民間企業（例：
特殊食品のメーカー、流通）との事前の協定などを結ん
でおくことが必要である7）。

２）災害時（緊急対応：災害発生後 72 時間）
　DMAT（Disaster Medical Assistance Team）等によ
る被災者の救援活動と平行し、避難所等への食料及び飲
料の供給作業が最重要課題となる。一般の食料に加えて、
乳児用粉ミルク、ベビーフード、咀嚼・嚥下困難対応食、

表１　市町村における必要な備えと体制 6)

１．市町村防災計画における栄養指導体制の整備

２．備蓄等の災害時食料の確保

３．炊き出し体制の整備

４．災害時要援護者の把握と支援体制の整備

５．公立給食施設（保育所・学校等）における災害対

応の周知確認

６．災害時の連携体制づくり
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病者用特別用途食品等を、必要とする人々に供給する必
要がある。しかし、ライフラインが途絶し、道路の崩壊、
鉄道・港湾の閉鎖など交通網が遮断され、通信手段が大
きく制限される中で、迅速かつ適切に対応することは難
しい。今回の災害では、役所が津波で流失し、その職員
の多くが犠牲になる等により行政機能が麻痺した地域で
は、この対応がきわめて困難であったと考えられる1）。ま
た、食事に伴う生理現象である排泄についても、汚物処
理も含めて対応をする必要がある8）。なお、病院、高齢
者福祉施設等、利用者に給食を提供する施設（特に３食
を提供する場合）においては、各施設における災害時ガ
イドライン及びマニュアルに従い、対応がなされる。

３）災害時（応急対応：災害発生後 4 日目～１ヶ月）
　避難所等への食料等の供給に際して問題となってくる
ことに、糖尿病や腎臓病等の慢性疾患を有する人に適切
な食事が提供できるかということがある。一般の食品の
摂取で急場はしのげたとしても、それが長く続くと病態
の悪化が懸念される。また、このような人では、避難所
での周囲の人たちへの遠慮から、自分が特別な配慮を必
要とする状態であることを告げないことも少なくないと
言われる。従って、管理栄養士等を含む巡回チームが適
切にハイリスク者を把握し、必要な栄養ケアを行うこと
が重要となってくる。
　避難所等に届けられる食料の栄養バランスの問題が
徐々に顕在化してくる時期である。パンやおにぎり等の
主食中心で、野菜や果物が極めて少ない食事によるタン
パク質やビタミン等の不足、菓子などの過剰供給等が、
これまでの震災において問題点として指摘されている9）。
ストレス負荷時には、食欲が低下する場合とともに、コ
ルチゾールの働きによる食欲亢進や、ストレス対処行動
として特に甘いものの過食が出現することも知られてい
る9）。このような状況下では、汁物等温かい食事は、被災
者のＱＯＬを高めるためにも極めて重要となる。
　避難生活に特有な状況を踏まえて、炊き出しなどの支
援を含め、心身の健康のためにより好ましい食事を提供
することが必要な時期である。併せて、食事提供におけ
る衛生管理についても、物理的環境が厳しく制約される
中で、出来るだけの対応をする必要がある。

４）復旧・復興期（概ね 1 ヶ月～）
　長引く避難所生活において健康を損なう人が顕在化し
てくる時期でもある。そのような人を把握するための健
康調査の中で、食事・栄養についても十分にアセスメン
トし、管理栄養士が適切なケアを行うことが重要となっ
てくる10）。また、自宅に暮らす人の中で，栄養面での問
題が生じるケースも少なくない。特に高齢者の独居世帯

などについては、訪問等により栄養面でのアセスメント
と必要な支援を行うことが求められる。
　居宅あるいは避難所から仮設住宅に移った後の問題と
して、生鮮食品の入手が困難である、調理の意欲が低下
するといったことが指摘されている11）。例えば、以前は
仮設住宅のガスコンロが１個のみで調理に不便な状況で
あった反省から、中越沖地震後の仮設住宅では、コンロ
が２台設置されるようになった。また、仮設住宅は、土
地利用の理由から、街中から遠い場所に建設されること
が多く、近くに生鮮食料を扱う店が無い12）など、特に高
齢者における“買い物難民”の問題がある。原子力発電
所の事故に伴う食品中の放射性物質に対する住民の不安
は大きく、さらなるストレスを与える原因となっている。
政府や行政機関などのリスクコミュニケーションの不十
分さを補い、現実を踏まえた適切な判断と不安軽減のた
めのアドバイスを行うことも、食の専門家として重要で
あろう。
　このように、この時期においては、被災者の生活の場
における食生活の支援を、多角的な視点から行うことが
求められる。

３．災害時における管理栄養士の役割と教育のあり方
１）災害時における管理栄養士の役割
　医療施設、福祉施設、その他の給食施設で働く場合、
市町村・保健所や都道府県等の行政組織で働く場合、ま
た職場での仕事とは別にボランティア等として被災者へ
の支援を行う場合で、それぞれ期待される役割は異なる。
しかし、すべての場合において、災害時における栄養・
食生活に関わる支援は時期・対象者・内容ともに多様で
あり、幅広い視野からの対応が求められる。
　特に、行政組織で働く管理栄養士においては、体制づ
くりを含めた平常時の準備、災害時における利用者ニー
ズの把握とそれに応じた備蓄食料や支援物資等の配布、
炊き出し、被災者への栄養教育等、極めて広範な役割が
求められる13）。各自治体や保健所等の健康危機管理機能
の中で、管理栄養士が中心となる栄養・食生活面での対
応について、特に中越大震災・中越沖大震災での経験を
踏まえて、ここ数年、各種のガイドラインやマニュアル
の作成3,5,7,14）、研修や研究会15）などが活発に行われている。
興味深い例として、２回の大震災の経験を踏まえて新潟
県柏崎地域で行われた「柏崎地域災害時食生活支援シス
テム検討会」16）がある。これは、関連する行政機関の他に、
食品・流通業等の民間を含めた地域の関係組織・団体が
メンバーとなり、特に食料供給のニーズマッチングにつ
いて、自助・共助・公助の観点から災害時の対応につい
ての具体的な検証と今後の対応のあり方を検討したもの
である。この活動は、地域振興17）や食育 （「かしかりの食
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の魅力で震災復興を目指す」）の取組にもつながり、平成
20 年度の食育白書（内閣府）18）にも紹介された。

２）災害時に対応できる管理栄養士の育成
　このような多様な役割を担うことのできる人材を育成
するためには、本学も含めて、管理栄養士を養成する大
学はどのような教育を行えば良いのだろうか。
　看護の領域においては、1998 年に日本災害看護学会が
設立され、災害看護に関する講義や実習が大学等で行わ
れている19）。しかし、「災害栄養」という学問分野はわが
国にはなく、その領域の専門家も限られている。災害時

（平常時の準備を含む）に管理栄養士に求められる役割は、
すでに述べてきたように広汎であり、現行の卒前教育の
科目では、「応用栄養学」「臨床栄養学」「公衆衛生学」「公
衆栄養学」「給食経営管理論」等の中で必要な講義や実
習などが行われることが望まれる。しかし、その必要性
は認識されてきているものの、カリキュラム上時間的に
厳しい、適当な教材（教科書の記述）が無いなどの理由
により、少なくとも今回の震災の前においては、関連の
教育をシラバス上明示し、実施している養成校は限られ
ていた20）。なお、詳細な状況については全国調査を実施し、
現在とりまとめ中である。
　しかし、2010 年 12 月に発表された「管理栄養士国家
試験出題基準」21）においては、「社会・環境と健康」（公
衆衛生学）の中に「地域における健康危機管理」が、「公
衆栄養学」の中に「健康・食生活の危機管理と食支援」
が、「給食経営管理論」の中に「災害時対応の組織と訓
練」「災害時のための貯蔵と献立」が新たに盛り込まれ、
今後、各養成校の教育の中でこれらの事項について、教
育が行われることとが期待される。なお、本学の栄養学
科においては、それ以前から、公衆栄養学の講義（被災
地で保健所栄養士として活躍したゲストスピーカを含む）
や、調理学実習及び給食経営管理実習の中で、災害時の
特殊状況下を想定した調理や食事提供に関わる実習など
を行っている。また、今回の震災の経験を踏まえ、2011
年の 6 ～ 9 月の公衆栄養学臨地実習においては、各保健
所において、災害時の栄養・食生活支援に関わる講義や
実習を受けさせていただいた。
　このように、管理栄養士の卒前教育においても、徐々
に「災害栄養」に関わる内容が盛り込まれるようになっ
てきた。しかし、教科書に小項目が盛り込まれ、それに
対する解説がなされるだけであると、臨場感のある効果
的な学習とはならない。そこで、ＤＶＤ等を含め、学生
が災害時の様子を具体的に想像できるような教材の開発
も今後の課題である20）。また、科目横断的な総合学習に
おいて、災害時にも柔軟に対応できる判断力と応用力を
養っておくことが望まれる。

　学生への教育以外の地域資源としての大学の役割には、
学生ボランティア、調理実習施設の炊き出しへの利用な
どが考えられる。学生ボランティアは、専門的な知識や
スキルが限定されていることから、災害時の緊急対応・
応急対応の時期ではなく、復興期において仮設住宅に移っ
た後のコミュニティーの中で、子どもたちや高齢者等に、
食や運動といったことを含めたふれあいの機会を設ける
など、学生の若さや明るさを生かした取組が考えられる。
一方、大量調理施設や技術及び人手を有する管理栄養士
養成施設は、地域の中で炊き出しの機能を果たすことは
有効であり、実際にそのような取組もなされている。さ
らに、「災害栄養」に関わる基礎データやエビデンスの構
築のために、大学が関連する研究を行い、社会に還元す
ることは今後益々重要である。

４．東日本大震災における管理栄養士等の取組
　今回の未曾有の震災において、被災地での食生活支援
を困難にしている要因として、須藤は次の４点を挙げて
いる22）。

①　援助食料の不足：道路の損壊に加えて、ガソリ
ン不足による流通への影響、工場の被災や計画
停電による食品及び食品容器の生産の減少、関
東の広範囲に見られた買い占めによる品薄状況
のため、被災地に食料を届けることが困難になっ
た。

②　備蓄が機能しない：行政による備蓄には現物備
蓄と、企業等と提携して災害発生時に有償で供
給してもらう流通備蓄があるが、津波による前
者の喪失、流通・通信機能の麻痺による後者の
機能不全がみられた。

③　避難所の数が多い：自らも被災した数少ない自
治体職員が避難所の状況やニーズを把握し、食
料の量や内容などを調整することが困難であっ
た。

④　慢性疾患患者：今回の震災による死亡の約 90％
が溺死であり、発災当初から外科的処置の需要
は少なく、発生後５日目には慢性疾患や感染症
への対応が中心となった。避難生活が長期化す
るに当たり、慢性疾患患者への適切な食事提供
や教育が重要となった。

　このような極めて困難な状況の中で、管理栄養士・栄
養士により構成される職能団体である社団法人日本栄養
士会では、2011 年 3 月 15 日に緊急災害対策本部を設置し、
表２のような活動を行い、会員の管理栄養士らが被災地
で様々な支援を行った（表３）23）。
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　都道府県においてはそれぞれ栄養士会が組織されてお
り、地域に密着した形で、市町村や保健所等の行政機関
等と連携しながら、被災地での支援活動が行われた。さ
らに、様々な団体やボランティアグループ等による支援
活動が各地で行われている。本学栄養学科においては、
学科独自のチームとしての被災地支援活動は行っていな
いが、管理栄養士の資格を持つ教員等が、これらの栄養
士会の活動に参加するとともに、国際的な支援団体等と
被災地自治体との協働による支援事業を実施している。
また、これらの関わりの中で、学科の学生が役割の一部
を担った。そのような活動の経験を生かして、今後さら
に続く復興期における息の長い、そして大学らしい支援
活動を考えていきたい。

５．さいごに
　本稿では、これまで、特に他職種において十分に認識
されていなかった、災害時支援における管理栄養士の役
割を解説した。そして、期待される役割を果たすための
教育を中心に、管理栄養士を養成する大学としての役割
について論じた。災害はいつ、どのような状況で起こる
かわからない。特に県立大学は地域資源としての役割を
期待されており、本学科の卒業生が、災害時に適切に活
動できるような教育機会の提供とともに、地域とのつな
がりの中での役割と準備について今後検討していきたい
と考えている。
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